
1 

 

群馬県中小企業奨学金返還支援補助金交付要綱 

  

（趣旨） 

第１条 本要綱は、若者の群馬県への就職・定着促進及び県内中小企業等の人材確保を図る

ため、知事が実施する、従業員の奨学金返還支援を行う中小企業等の取り組みを支援する

補助金の交付等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（中小企業等の範囲） 

第２条 この要綱において、「中小企業等」とは、中小企業基本法（昭和 38年法律第 154 号）

第２条に定める中小企業者のほか、同条第１項各号に定める資本金又は従業員数の基準と

同等の規模を有する一般及び公益社団・財団法人、農業法人、社会福祉法人、医療法人、

各種協同組合等とする。ただし、次のいずれかに該当する中小企業者は含まない。 

（１）発行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有してい

る中小企業者 

（２）発行済株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小

企業者 

（３）大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小

企業者 

  

（補助対象企業） 

第３条 この補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象企業」という。）は、以下の各

号に掲げる要件をいずれも満たす中小企業等とする。 

（１）補助対象企業に勤務する従業員（以下「従業員」という。）への奨学金返還支援制

度を設け、手当等として、奨学金返済のための金銭を支給又は従業員に代わって独立行

政法人日本学生支援機構等に対して直接返済（以下「代理返済」という。）する中小企

業等 

 （２）県内に本社を有する中小企業等 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは補助金の交付の対象としないものとする。 

（１）労働関係法令に違反しているもの 

（２）群馬県暴力団排除条例（平成 22 年群馬県条例第 51 号）第２条第３号に掲げる暴力団

員等 

（３）自己又は自社の役員等及び被雇用者が、次の各号のいずれかに該当する者 

ア 出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319号）による不法就労者 

イ 出入国管理及び難民認定法による不法就労を助長する者 

（４）前各号に掲げる者のほか、知事が不適当であると認めるもの 
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（支援対象者） 

第４条 従業員のうち補助金の対象となる者（以下「支援対象者」という。）は、次に掲げ

る要件を全て満たすものとする。 

（１）補助金の交付申請の日（以下「申請日」という。）の属する年度の４月１日時点にお

いて、補助対象企業に採用されてから５年以内かつ雇用期間の定めがなく、補助対象企

業において正社員として勤務していること。 

（２）申請日の属する年度において、支援対象者本人に貸与された奨学金を、支援対象者又

は補助対象企業が返還予定又は返還中であること。 

（３）申請日の属する年度において、県内に所在する事業所に勤務、又は県内に居住してい

ること。 

（４）補助対象企業が個人事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人等を

含む。)である場合においては、当該事業主と同居している親族でないこと。ただし、

勤務実態、勤務条件が他の従業員と同様であると認められる場合は除く。 

（５）申請日の属する年度において、他の地方公共団体等が実施する奨学金返還支援を受け

ていない又は受ける予定がないこと。 

２ この要綱において「奨学金」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１）独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金 

（２）その他知事が特に必要と認めるもの 

 

（補助期間） 

第５条 交付する補助金の期間は、同一の支援対象者につき、本補助金の交付の対象となっ

た月から 60 箇月を限度とする。 

２ 支援対象者が正社員となった日の属する月に返済猶予期間が経過していない場合は、

返済猶予期間経過後の初回返済日の属する月を１箇月目とし、60 箇月目となる月までを

補助対象期間とする。 

 

（補助金の対象となる事業） 

第６条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、補助対象企業が

就業規則又は賃金規程などに基づき、支援対象者に対し、奨学金返還支援のために行う給

付又は代理返済とする。 

 

（補助額） 

第７条 交付する補助金の額は、補助金の交付申請を行った年度に、支援対象者に支給又は

代理返済する額の２分の１以内の額とし、かつ支援対象者が返済する額の３分の１以内の

額又は６万円のいずれか低い額を上限とする。 

 



3 

 

（補助金の申請等） 

第８条 補助金の交付を申請しようとする中小企業等は、群馬県中小企業奨学金返還支援

補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、知事が定める日まで

に提出しなければならない。 

（１）支援対象者の雇用契約書又は労働条件通知書の写し 

（２）支援対象者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し 

（３）独立行政法人日本学生支援機構の口座振替加入通知など支援対象者の年間返済額及

び返済計画が分かる書類の写し 

（４）就業規則又は賃金規程など手当等の支給又は代理返済の根拠が分かる書類 

（５）事業計画書（別紙１） 

（６）みなし大企業チェックリスト（別紙２） 

（７）支援対象者勤務地・居住地一覧（別紙３） 

（８）補助金の支払いを受ける振込先口座の確認書（別紙４） 

（９）振込先口座が確認できるもの（通帳の写し等） 

（10）暴力団排除に関する誓約書（別紙５） 

（11）その他知事が必要と認める書類 

２ 補助対象企業が、補助金の交付決定を受けた場合、当該事業年度の４月１日まで遡って

補助の対象とすることができる。 

 

 （補助金の交付の決定等） 

第９条 知事は、前条第１項の規定による申請書の提出があったときは、申請内容等により

審査等を行うものとし、その審査等の結果に基づき、補助金の交付又は不交付を決定する

ものとする。なお、知事は、必要に応じて現地調査等の審査を行い、申請書の内容に係る

事項につき修正を加え、又は条件を付して補助金の交付を決定できるものとする。 

２ 知事は、補助金の交付又は不交付を決定したときは、速やかにその内容及びこれに条件

を付したときには、その条件を当該申請者に通知するものとする。 

  

 （申請の取下げ） 

第 10 条 補助対象企業は、前条第２項の通知を受けた場合において、当該通知に係る交付

決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、知事が別に定める期日までにそ

の理由を記載した書類を添付して、交付申請を取下げることができる。 

 

（補助事業の変更、中止又は廃止） 

第 11 条 補助対象企業は、事業の内容を変更しようとするときは、群馬県中小企業奨学金

返還支援補助金変更承認申請書（様式第２号）を知事に提出しなければならない。ただし、

軽微な変更（補助金の交付決定額の 20％を超えない減額をいう。）については、この限り
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でない。 

２ 補助対象企業は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、群馬県中小企業奨

学金返還支援補助金中止（廃止）承認申請書（様式第３号）を知事に提出しなければなら

ない。 

３ 県は、前２項の申請に対し、申請事項を承認したときは、その旨を当該申請者に通知す

るものとする。 

４ 第４条第１項の規定は、補助事業の変更により追加された支援対象者について準用す

る。ただし、同項第２号、第３号及び第５号中「申請日」とあるのは、「変更承認申請の日」

と読み替えるものとする。 

 

（補助事業遂行の義務） 

第 12 条 補助対象企業は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管

理者の注意をもって補助事業を行い、補助金を他の用途に使用してはならない。 

２ 補助対象企業は、支援対象者が奨学金を計画通りに返済していることを確認しなけれ

ばならない。 

３ 知事は、補助事業の適正を期すため必要があるときは、補助対象企業に対して書類の審

査及び現地調査等を行うものとする。 

 

（補助事業の実績報告） 

第 13 条 補助対象企業は、補助事業が完了したときは、知事が別に定める日までに、群馬

県中小企業奨学金返還支援補助金実績報告書（様式第４号）に次の各号に掲げる書類を添

えて、知事に提出しなければならない。 

（１）給与明細書又は賃金台帳など支援対象者に支給した手当等又は代理返済した額の月

ごとの実績が分かる書類の写し 

（２）支援対象者が奨学金を返還したことを証する書類 

（３）事業報告書（別紙６） 

（４）支援対象者勤務地・居住地一覧（別紙３） 

（５）その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定等） 

第 14 条 知事は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び

必要に応じて現地調査等を行う。これにより、当該事業の成果が交付決定の内容（ただし、

第 11 条第３項に基づいて変更を承認したときは、その承認された内容）及びこれに付し

た条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助対象企業に

補助金確定通知書により通知するものとする。 
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（交付決定の取消し） 

第 15 条 知事は、補助対象企業が補助金を他の用途に使用するなど、その補助事業に関し

て補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、当該交付決定の全部

又は一部を取消すことができる。 

２ 知事は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を当該補助対象企業に通知する

ものとする。 

 

（補助金の返還） 

第 16 条 知事は、前条第１項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に

関し、既に補助金が交付されているときは、知事が別に定める期日までに返還を命じるも

のとする。 

 

（立入検査等） 

第 17 条 知事は、補助事業の適正を期すため必要があるときは、補助対象企業に対して報

告させ、又はその事業所等に立ち入り、帳簿書類その他を検査することができる。    

 

（補助金の支払、請求） 

第 18 条 知事は、第 14 条により補助金の額を確定した後、補助金を補助対象企業に対し

支払うものとする。 

２ 補助対象企業は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、群馬県中小

企業奨学金返還支援補助金請求書（様式第５号）により、知事に補助金の支払請求を行う

ものとする。  

  

（補助金の経理） 

第 19 条 補助対象企業は、補助事業に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書

類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から５年間保存しなければな

らない。  

 

（書類の提出部数） 

第 20 条 この要綱により知事に提出する書類の部数は、１部とする。  

  

（補 則） 

第 21 条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付に関して必要な事項は、知事が別に定

める。 

 

附 則  この要綱は、令和２年９月 28 日から施行する。 
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附 則 この要綱は、令和３年 12 月 15 日から施行する。 

附 則 この要綱は、令和４年９月６日から施行する。 

附 則 この要綱は、令和５年９月 21 日から施行する。 

附 則 この要綱は、令和７年７月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年５月１日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

（支援対象者に関する経過措置） 

２ 令和７年度に県外に所在する事業所に勤務しており、かつ県外に居住していた支援対

象者であって、引き続き同一の補助対象企業に勤務するものについては、第４条第１項第

３号の規定にかかわらず、令和 10 年３月 31 日までの間、なお支援対象者とする。ただ

し、通算の補助期間３年間までを措置の対象とする。 

 

 


